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長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 V o l .５０１ 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞組織でさがす＞ 

保健福祉部＞介護保険課＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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通所サービスの提供時間（所要時間区分）の遵守について 

 

 

標記の件について、一部の通所介護事業所の提供時間が居宅サービス計画の時間よりも実際

は短く提供されていたにも関わらず、介護報酬が計画単位数で算定されていた事象が確認され

ました。 

居宅サービスの計画時間（所要時間区分）が７－８時間（9：00～16：10）で依頼していた

が、実際は開始時間の９時を10分～15分過ぎて自宅へ送迎車が到着し、16時には既に自宅へ到

着していた状況が繰り返され、実際の所要時間区分は６－７時間ではないかとご指摘があった

ものです。 

この場合の所要時間７－８時間の考え方は、9：00には利用者が通所サービスを開始し、16：

10まで７時間10分のサービス提供を受けるということです。 

 

送迎時間は提供時間に含まれない（送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・

車いすへの移乗、戸締り等）に要する時間は、要件を満たす場合に含めることができる）た

め、算定には十分に留意してください。  
 

各利用者の通所サービスの所要時間は、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて作成される通所サービス計画に位置付けられた内容によって個別に決まるものであり、各

利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなります。これは、サービス担当者会議にお

いて検討され、居宅サービス計画に位置付けられたうえで通所サービス計画が作成されるた

め、ケアマネジャーから交付されるサービス提供票に記載された提供時間と同じでなければな

りません。 

 
このことに関連し、介護保険最新情報Vol.842（第12報）の臨時的な取扱いについて、提供し

たサービス時間の区分に対応した報酬区分の２区分上位の報酬区分を算定する場合は、上記の

とおり、適切な通所サービスの所要時間を算定のうえで、報酬区分の２区上位の報酬区分を算

定してください。  
なお、ケアマネジャーは、介護保険最新情報Vol.842（第12報）の臨時的な取扱いについて、

通所サービス事業所と連携の上、負担額が増えることを利用者等に説明した事実を確認してく

ださい。  
 

今後、通所サービスの所要時間について、介護給付適正化事業において、適切に運用され介

護報酬の算定が行われているかを確認させていただく場合がありますので、ご承知おきくださ

い。 

 

問い合わせ先  
介護保険課給付担当  
ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通）  

                   高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  
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「フレイル高リスク対象者個別支援」への協力依頼について 

 
 

長野市地域包括ケア推進課では、フレイル予防推進関係者会議での検討を踏まえ、７月より、

フレイルの可能性が高い高齢者へ、市の管理栄養士や歯科衛生士が訪問等で個別に相談・支援を

行う「フレイル高リスク対象者個別支援」を開始することとなりました。  
つきましては、情報連携を依頼する場合がありますので、御協力くださいますようお願いしま

す。  
詳細につきましては、【別紙１】をご覧ください。  
 

問い合わせ先：地域包括ケア推進課 相談・支援担当  
                 ＴＥＬ：０２６-２２４－７８７３（直通）  

 
 

社会福祉施設等における感染防止策の徹底について 

 
 

このことについて、【別紙２】のとおり長野県健康福祉部長名で各社会福祉施設等の長あて

通知いたします。 

最近、県内医療機関において医療従事者に感染者が発生したことから、７月 16 日付け２介第 234

号「新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第９項に基づく感染防止策の徹底等について」

（新型コロナウィルス感染症長野県対策本部長通知）（県ホームページ参照 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/index.html） 

を踏まえ、あらためて感染防止策について徹底していただくようお願いします。 

また、通知に添付されているチェックリストは各施設において取組状況が確認できるととも

に有事の際に参考資料ともなりますのでご活用願います。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 
＜訪問系サービス事業所あて＞ 

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった利用者に対する対応について 

 
 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、訪問介護等の必要性が認められ、濃厚

接触者等となった利用者にサービス提供する場合の必要な衛生資材については、市の備蓄品を

支給します。 

つきましては、別紙３をご確認の上、配布基準に該当する場合は高齢者活躍支援課へご連絡

ください。 

なお、入所施設、居住系サービス事業者分の衛生資材については、個別にご案内済みです。 

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 
 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/index.html
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長野県全域の感染警戒レベルをレベル２に引き上げたことに伴うメッセージにつ

いて 

 
このことについて、【別紙４】のとおり長野県健康福祉部長名で各社会福祉施設等の長あて

通知いたします。 

つきましては、別添のメッセージについて内容をご確認のうえ、引き続き感染拡大の防止に

努めていただくようお願いします。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

介護保険事業者の指定について 

 

 新たに指定された介護保険事業者のうち、長野市を営業地域とする事業者についてお知らせ

します。 

  

令和２年８月１日付け指定分 

 

□訪問介護 

 

□通所介護 

 

□地域密着型通所介護 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７４７５ 

事業所名称 やさしい手長野栗田巡回訪問介護事業所 

事業所所在地 長野市大字栗田 904 番地１ 

事業所電話番号 026-267-6015 事業所ＦＡＸ番号 026-267-6016 

開設者の名称 株式会社やさしい手 営 業 日 月～金 

営業時間 9：00～18：00 訪問介護員数 ７人 

通常の事業実施地域 
長野市（戸隠、鬼無里、七二会、中条、信州新町、大岡、

信更、小田切を除く） 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７４６７ 

事業所名称 デイトレセンターリヴァール長野 

事業所所在地 長野市桐原一丁目 28 番３号 

事業所電話番号 026-217-2414 事業所ＦＡＸ番号 026-217-2418 

開設者の名称 
株式会社ながでんウェ
ルネス 

営 業 日 月～土 

サービス提供時間 8：40～16：40 定 員 70 人 

通常の事業実施地域 
長野市（旧鬼無里村、旧戸隠村、旧中条村、旧大岡村を除

く） 

介護保険事業者番号 ２０９０１０１１５１ 

事業所名称 リハライフ朝陽しなの木 

事業所所在地 長野市北堀 797 番地１ 
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□（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

 

 

 

総合事業に係る指定事業者の指定について 

 

 新たに指定された介護予防･日常生活支援総合事業に係る指定事業者についてお知らせします。 
 
令和２年８月１日付け指定分 

 

□第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス） 

 

□第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス） 

 

事業所電話番号 026-217-6952 事業所ＦＡＸ番号 026-217-6962 

開設者の名称 株式会社大栄産業 営 業 日 

①月・水・金 

②月・水・金 

③火・木 

サービス提供時間 

①9：00～12：00 

②13：00～16：00 

③9：00～16：00 

定 員 

①10 

②10 

③10 

通常の事業実施地域 長野市内 

介護保険事業者番号 ２０９０１０１０８６ 

事業所名称 ツクイ長野西尾張部グループホーム 

事業所所在地 長野市大字西尾張部 1006 番地３ 

事業所電話番号 026-241-2501 事業所ＦＡＸ番号 026-241-2502 

開設者の名称 株式会社ツクイ 利用定員 18 人 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７４７５ 

事業所名称 やさしい手長野栗田巡回訪問介護事業所 

事業所所在地 長野市大字栗田 904 番地１ 

事業所電話番号 026-267-6015 事業所ＦＡＸ番号 026-267-6016 

開設者の名称 株式会社やさしい手 営 業 日 月～金 

営業時間 9：00～18：00 訪問介護員数 ７人 

通常の事業実施地域 
長野市（戸隠、鬼無里、七二会、中条、信州新町、大岡、

信更、小田切を除く） 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７４６７ 

事業所名称 デイトレセンターリヴァール長野 

事業所所在地 長野市桐原一丁目 28 番３号 

事業所電話番号 026-217-2414 事業所ＦＡＸ番号 026-217-2418 

開設者の名称 
株式会社ながでんウェ
ルネス 

営 業 日 月～土 

サービス提供時間 8：40～16：40 定 員 70 人 

通常の事業実施地域 
長野市（旧鬼無里村、旧戸隠村、旧中条村、旧大岡村を除

く） 
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介護保険最新情報について 

 
厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。 

 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 

 

 

【介護保険最新情報 Vol.860】 

令和２年７月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給及び特定入所者介護サー

ビス費等の負担限度額認定等の運用について 

 

【介護保険最新情報 Vol.862】 

事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について 

 

【介護保険最新情報 Vol.863】 

介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について 

 

【介護保険最新情報 Vol.864】 

介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について 

 

今後も情報が随時更新されますので、最新の情報確認もお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

介護保険事業者番号 ２０９０１０１１５１ 

事業所名称 リハライフ朝陽しなの木 

事業所所在地 長野市北堀 797 番地１ 

事業所電話番号 026-217-6952 事業所ＦＡＸ番号 026-217-6962 

開設者の名称 株式会社大栄産業 営 業 日 

①月・水・金 

②月・水・金 

③火・木 

サービス提供時間 

①9：00～12：00 

②13：00～16：00 

③9：00～16：00 

定 員 

①10 

②10 

③10 

通常の事業実施地域 長野市内 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護支
援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知らせ
していく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電話
またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合せ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

